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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
二
四
五
〕

判例研究

昭
二
七
1
5
（
畷
脇
服
喋
働
艦
四
頁
）

民
訴
二
二
五
条
に
い
わ
ゆ
る
「
書
面
の
真
否
」
の
意
義

書
面
の
真
否
確
認
請
求
事
件
（
昭
二
七
・
一
一
・
二
〇
第
一
小
法
廷
判
決
）

X
（
原
告
、
控
訴
人
、
上
告
人
）
は
、
Y
農
地
委
員
会
（
被
告
、
被
控
訴
人
、

被
上
告
人
）
の
作
成
し
た
未
墾
地
買
収
計
画
書
中
に
買
収
土
地
の
地
目
現
況
と

し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
一
部
分
が
実
況
と
異
な
る
と
主
張
し
、
右
記
載

が
真
実
で
な
い
こ
と
の
確
定
を
す
る
た
め
訴
え
を
提
起
し
た
。

第
一
審
は
訴
え
を
却
下
し
、
第
二
審
も
X
の
控
訴
を
棄
却
し
た
．
第
二
審
の
理

由
は
、
　
「
民
訴
法
二
二
五
条
に
所
謂
書
面
の
真
否
確
認
の
訴
は
法
律
関
係
を
証

す
る
書
面
に
つ
い
て
、
偽
造
又
は
変
造
文
書
で
あ
る
の
に
真
正
に
成
立
し
た
も

の
と
主
張
す
る
者
が
あ
り
、
或
は
真
正
な
文
書
を
偽
造
又
は
変
造
で
あ
る
と
主

張
す
る
者
が
あ
る
た
め
、
そ
の
書
面
の
存
在
が
自
己
の
法
律
的
地
位
の
不
安
定

を
来
す
場
合
、
こ
の
書
面
の
真
否
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
右
の
不
安
定
を

除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
ぎ
に
、
そ
の
利
害
関
係
を
有
す
る
当
事
者
に
対
し

て
右
法
条
に
よ
る
訴
に
よ
っ
て
権
利
保
護
を
要
求
す
る
こ
と
を
許
し
た
特
殊
の

確
認
の
訴
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
訴
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
専
ら
そ
の
対
象

と
な
る
書
面
が
作
成
名
義
人
に
よ
っ
て
真
実
作
成
せ
ら
れ
た
か
、
若
く
は
作
成

名
義
を
冒
用
し
て
偽
造
さ
れ
た
か
或
は
仮
令
そ
の
作
成
名
義
人
に
よ
っ
て
作
成

さ
れ
た
と
し
て
も
そ
の
後
変
造
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
確
定
す
る
に
あ
っ
て
、
そ

の
書
面
の
内
容
が
事
実
に
合
す
る
か
ど
う
か
を
確
定
す
る
が
如
き
こ
と
は
本
条

の
訴
訟
の
対
象
と
な
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
」
（
東
京
高
判
昭
和
二
四
・
四
・

二
一
）
と
い
う
に
あ
る
。

X
上
告
．
理
由
と
し
て
、
二
二
五
条
は
書
面
の
真
否
と
規
定
し
て
い
る
の
み
で

あ
る
が
文
書
の
内
容
と
作
成
名
義
人
と
の
二
者
を
包
含
す
る
も
の
で
そ
れ
ぞ
れ

の
真
否
が
検
討
さ
る
べ
き
こ
と
、
立
法
者
が
作
成
名
義
人
の
真
否
の
み
に
限
っ

て
立
法
し
た
と
し
て
も
立
法
者
の
意
思
の
み
に
拘
束
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な

い
こ
と
、
等
を
主
張
し
た
。

最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
全
員
一
致
で
上
告
を
棄
却
し
た
．
「
民
訴
二

二
五
条
に
定
め
て
い
る
書
面
の
真
否
を
確
定
す
る
た
め
の
確
認
の
訴
は
、
書
面

の
成
立
が
真
正
で
あ
る
か
、
否
か
、
換
言
す
れ
ば
あ
る
書
面
が
そ
の
作
成
者
と

主
張
せ
ら
れ
る
者
に
よ
り
作
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
或
は
そ
の
作
成
名
義

を
偽
わ
ら
れ
て
作
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
す
な
わ
ち
偽
造
又
は
変
造
で

あ
る
か
を
確
定
す
る
訴
訟
で
あ
る
か
ら
、
本
件
の
よ
う
に
書
面
の
記
載
内
容
が

実
質
的
に
客
観
的
事
実
に
合
致
す
る
か
否
か
を
確
定
す
る
確
認
の
訴
は
、
同
条

に
お
い
て
許
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
一
般
に
確
認
の
訴
は
、
特
定
の
法
律
関

係
の
確
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
．
本
件
の
よ
う
に
事
実
関
係
の
確
定
を

求
め
る
確
認
の
訴
は
法
律
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
」

判
旨
に
賛
成
す
る
。
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一
　
本
判
決
は
民
訴
二
二
五
条
の
「
書
面
ノ
真
否
」
の
意
味
に
つ
き
正
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

か
ら
論
じ
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
但
し
、
こ
れ
以
前

に
も
傍
論
で
は
あ
る
が
「
書
証
の
成
立
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
た
だ
其

書
証
の
作
成
名
義
人
が
真
実
作
成
し
た
も
の
で
偽
造
の
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
認
め
る
だ
け
で
、
そ
の
書
証
に
書
い
て
あ
る
こ
と
が
客
観
的

に
真
実
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
認
め
る
こ
と
で
は
な
い
．
」
と
い
う
最
高
裁

　
　
　
　
　
（
2
）

判
決
は
存
在
す
る
。
ま
た
、
「
証
書
ハ
其
ノ
名
義
人
力
之
二
自
署
ス
ル
コ

ト
ナ
ク
他
人
力
記
名
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
モ
其
ノ
作
成
力
名
義
人
ノ
意
思

二
基
ク
以
上
ハ
真
正
二
成
立
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
す

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
大
審
院
判
決
が
あ
る
。
本
件
以
後
に
は
、
「
（
二
二
五
条
の
訴
え
は
）
書
面

の
成
立
が
真
正
で
あ
る
か
否
か
を
確
定
す
る
訴
訟
で
あ
っ
て
、
本
件
の
よ

う
に
書
面
の
記
載
内
容
が
実
質
的
に
客
観
的
に
事
実
に
合
致
す
る
か
否
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を
確
定
す
る
確
認
の
訴
は
…
…
不
適
法
」
で
あ
る
と
す
る
京
都
地
裁
判
決
、

「
民
訴
法
二
二
五
条
に
よ
る
書
面
の
真
否
確
認
の
訴
は
、
法
律
関
係
を
証

す
る
書
面
に
つ
い
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
書
面
が
作
成
名
義
人
に
よ
っ
て

作
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
確
定
す
る
訴
で
あ
り
、
作
成
名
義
人
が
真
意
で

当
該
書
面
を
作
成
し
た
か
ど
う
か
は
本
訴
の
対
象
と
は
で
き
な
い
」
と
す

　
　
　
　
　
（
5
）

る
東
京
地
裁
判
決
、
「
文
書
の
成
立
の
真
否
と
は
、
当
該
文
書
の
作
成
者

と
主
張
さ
れ
て
い
る
者
が
真
実
そ
の
文
書
を
作
成
し
た
か
否
か
で
あ
っ
て
、

そ
の
作
成
者
が
当
該
文
書
を
作
成
す
る
正
当
な
権
限
を
有
す
る
か
否
か
と

は
関
係
が
な
い
か
ら
、
証
書
真
否
確
認
請
求
訴
訟
の
審
判
の
範
囲
も
ま
た
、

当
該
証
書
の
作
成
者
と
主
張
さ
れ
て
い
る
者
が
真
実
そ
の
証
書
を
作
成
し

た
か
否
か
に
限
ら
れ
、
証
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
が
実
質
的
に
客
観

的
事
実
に
符
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
は
及
ば
な
い
」
と
す
る
東
京
地
裁

　
（
6
）

判
決
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
他
、
二
二
五
条
の
訴
え
の
利
益
や
「
法
律
関
係

ヲ
証
ス
ル
書
面
」
に
関
す
る
下
級
審
判
決
が
あ
る
が
「
真
否
」
に
関
す
る

も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。

二
　
本
判
決
が
問
題
と
す
る
「
真
否
」
の
語
は
二
二
五
条
の
他
に
「
真

正
」
「
真
否
」
と
し
て
三
二
三
条
な
い
し
三
二
七
条
、
三
三
一
条
に
存
す

る
．
日
常
用
語
で
は
こ
れ
ら
の
言
葉
は
内
容
の
真
実
性
と
し
て
使
わ
れ
や

す
い
が
、
三
二
三
条
以
下
の
「
真
正
」
「
真
否
」
は
形
式
的
証
拠
力
に
関

連
す
る
も
の
と
し
て
特
定
人
の
意
思
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
か
否
か
を

　
　
　
　
　
（
7
）

示
す
も
の
で
あ
る
。
三
二
七
条
が
真
否
の
証
明
に
つ
き
筆
跡
や
印
影
の
対

照
と
い
う
手
段
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
こ
の
点
は
明
ら
か
で

（
8
）

あ
る
．
従
っ
て
、
三
二
三
条
以
下
の
「
真
正
」
「
真
否
」
と
二
二
五
条
の

「
真
否
」
と
が
同
じ
意
味
で
あ
る
と
す
る
な
ら
三
二
三
条
以
下
の
議
論
が

そ
の
ま
ま
二
二
五
条
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
両
者
の

「
真
否
」
が
同
じ
意
味
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
前
提
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

れ
る
．
こ
の
点
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
も
の
は
多
く
な
い
が
、
両
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

「
真
否
」
の
意
義
と
し
て
同
じ
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
三
二
三
、

三
二
四
、
三
二
六
条
の
推
定
規
定
は
二
二
五
条
の
訴
え
に
お
い
て
も
準
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

な
い
し
適
用
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
、
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
件
判
決
の
後
段
で
判
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
確
認
の
訴

え
は
法
律
関
係
の
確
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
事
実
関
係
の
確
定
を
求
め

る
こ
と
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
．
書
面
真
否
確
定
の
訴
え
（
二
二
五

条
）
は
そ
の
例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
．
こ
れ
は
、
法
律
関
係
を
証

96
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す
る
書
面
が
当
事
者
間
の
紛
争
解
決
に
つ
い
て
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
そ

の
真
否
の
確
定
が
法
律
関
係
の
存
否
の
確
定
と
同
視
し
う
る
と
考
え
ら
れ

　
　
　
　
（
1
2
）

る
か
ら
で
あ
る
．
従
っ
て
、
二
二
五
条
の
「
法
律
関
係
ヲ
証
ス
ル
書
面
ノ

真
否
」
の
確
定
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
法
律
関
係
の
存
否
を
確
定
し
た
と
同

様
の
紛
争
解
決
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

三
　
以
上
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
本
件
判
決
前
段
後
半
部
分
が
「
書
面
の
記

載
内
容
が
実
質
的
に
客
観
的
事
実
に
合
致
す
る
か
否
か
を
確
定
す
る
確
認

の
訴
は
、
同
条
に
お
い
て
許
さ
れ
て
い
な
い
」
と
す
る
の
は
正
当
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
「
真
否
」
と
は
三
二
三
条
以
下
の
そ
れ
と
同
様
挙
証

者
主
張
の
特
定
人
の
作
成
に
よ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら

で
あ
る
．
ま
た
、
第
二
に
、
記
載
内
容
の
真
偽
の
判
定
を
必
要
と
す
る
と

い
う
こ
と
は
結
局
そ
れ
を
前
提
と
す
る
法
律
関
係
の
確
定
を
必
要
と
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
二
二
五
条
の
予
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
（
も
し
、
記
載
内
容
の
真
偽
そ
れ
自
体
が
問
題
で
あ
る
と
す
る
な
ら
そ
こ
に
は
も

と
も
と
裁
判
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
紛
争
が
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
）
。

四
　
で
は
、
判
決
冒
頭
部
分
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
判
文
の
表
現
に
よ
れ

ば
書
面
の
成
立
の
真
正
と
は
「
書
面
が
そ
の
作
成
者
と
主
張
せ
ら
れ
る
も

の
に
よ
り
作
成
せ
ら
れ
た
」
こ
と
、
「
そ
の
作
成
名
義
を
偽
わ
ら
れ
て
作

成
せ
ら
れ
た
も
の
」
で
な
い
こ
と
．
「
偽
造
又
は
変
造
」
で
な
い
こ
と
、

と
言
え
よ
う
。

　
但
し
、
そ
の
表
現
の
仕
方
を
少
し
注
意
し
て
み
て
み
る
と
、
例
え
ば
本

件
原
審
は
「
作
成
名
義
人
に
よ
っ
て
真
実
作
成
せ
ら
れ
た
か
…
…
」
と
言

っ
て
お
り
．
ま
た
一
に
掲
げ
た
判
決
の
中
に
も
「
作
成
名
義
人
」
と
す
る

も
の
と
「
作
成
者
と
主
張
さ
れ
て
い
る
者
」
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

説
が
「
真
正
」
を
定
義
す
る
場
合
に
も
両
方
の
表
現
が
み
ら
れ
る
．
こ
の

使
い
分
け
に
深
い
意
味
は
な
い
と
み
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
文
書
が
名
義
人
自
身
の
作
成
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
（
な
い
）

こ
と
を
主
張
す
る
場
合
に
は
ど
ち
ら
の
表
現
方
法
を
と
っ
て
も
同
じ
だ
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
作
成
名
義
人
」
「
偽
造
又
は
変
造
」
と
い
う
表
現

が
「
真
正
」
の
意
味
の
中
に
入
っ
て
く
る
と
、
形
式
的
証
拠
力
の
説
明
に

お
い
て
「
刑
法
上
真
正
な
文
書
で
な
く
て
も
民
事
訴
訟
法
上
は
真
正
な
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

書
と
い
い
得
る
場
合
を
生
ず
る
」
と
さ
れ
る
こ
と
と
の
間
に
混
乱
が
お
こ

ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
刑
法
上
真
正
で
な
い
文
書
（
不
真
正
文

書
）
と
は
名
義
人
と
作
成
者
と
が
一
致
し
て
い
な
い
文
書
を
い
い
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

が
偽
造
文
書
と
さ
れ
る
．
そ
し
て
こ
れ
が
民
訴
法
上
真
正
文
書
た
り
う
る

と
さ
れ
、
そ
の
民
訴
法
上
の
真
正
文
書
が
作
成
名
義
を
偽
ら
れ
て
作
成
さ

れ
た
も
の
で
な
い
文
書
あ
る
い
は
偽
造
変
造
で
な
い
文
書
と
定
義
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
．
刑
法
上
の
偽
造
文
書
は
民
訴
法
上
の
偽
造
文
書

で
な
い
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
誤
解
を
生
ず
る
虞
も
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
件
最
高
裁
判
決
は
「
作
成
者
」
と
「
作
成
名
義
（
こ
れ
は
偽
造
変
造
に

連
結
す
る
）
」
と
の
両
方
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。
後
者
を
刑
法
上
の
議
論

と
統
一
的
な
も
の
と
し
て
み
る
と
民
訴
法
上
の
形
式
的
証
拠
力
の
説
明
と

抵
触
が
生
じ
そ
う
で
あ
る
し
、
こ
れ
を
民
訴
法
上
独
自
の
意
味
で
用
い
て

い
る
と
み
れ
ば
混
乱
を
招
く
虞
が
あ
る
。
あ
る
い
は
．
二
二
五
条
の
「
真

否
」
の
確
定
は
そ
れ
に
よ
っ
て
紛
争
の
解
決
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
と
し
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て
、
単
に
形
式
的
証
拠
力
の
意
味
で
の
三
壬
二
条
以
下
の
「
真
正
」
「
真

否
」
よ
り
も
限
定
さ
れ
た
内
容
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
考
慮
が
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
刑
法
上
の
偽
造
文
書
を
偽
造
者
の
作
成

に
か
か
る
も
の
と
し
て
（
真
正
文
書
と
し
て
）
用
い
た
と
し
て
も
（
こ
の
よ
う

な
作
成
名
義
を
離
れ
た
作
成
者
の
確
定
で
は
）
直
ち
に
紛
争
解
決
を
も
た
ら
す

こ
と
は
少
な
い
（
さ
ら
に
そ
れ
を
前
提
と
し
た
審
理
を
必
要
と
す
る
）
か
ら
、

二
二
五
条
に
お
い
て
問
題
と
な
る
「
真
否
」
は
「
作
成
名
義
（
な
い
し
偽

造
変
造
）
」
に
結
び
つ
い
た
も
の
な
の
だ
と
い
う
考
え
か
も
し
れ
な
い
。
い

ず
れ
に
せ
よ
文
書
の
真
正
の
意
味
に
つ
い
て
は
「
作
成
者
」
に
よ
っ
て
表

現
し
た
部
分
で
足
り
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
異
論
が

な
い
の
で
判
旨
に
賛
成
す
る
次
第
で
あ
る
．

五
　
な
お
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
山
木
戸
克
己
・
末
川
編
最
高
裁
民
事
判

例
批
評
（
昭
和
二
七
年
度
）
六
三
頁
（
民
商
法
二
八
巻
四
号
六
七
頁
）
、
田
中
英

夫
・
判
例
民
事
法
（
昭
和
二
七
年
度
）
二
八
七
頁
（
法
協
七
三
巻
二
号
）
、
長

谷
部
茂
吉
・
判
タ
ニ
六
号
四
一
頁
の
評
釈
が
あ
る
。

　
（
1
）
　
長
谷
部
茂
吉
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
ニ
六
号
四
一
頁
（
昭
二
八
）
。

　
（
2
）
　
最
三
小
判
昭
和
二
五
年
二
月
二
八
日
民
集
四
巻
二
号
七
五
頁
（
引
用
部
分

　
　
は
同
七
七
頁
）
。

　
（
3
）
　
大
審
院
昭
和
一
六
年
一
二
月
一
三
日
法
律
評
論
三
一
巻
二
号
一
一
一
頁

　
　
（
民
訴
三
一
頁
）
。

　
（
4
）
　
京
都
地
裁
昭
和
三
九
年
二
月
一
九
日
金
融
法
務
事
情
三
六
八
号
一
八
五
頁
。

　
（
5
）
　
東
京
地
裁
昭
和
四
五
年
五
月
三
〇
日
シ
ュ
リ
ス
ト
四
八
O
号
七
頁
．

　
（
6
）
　
東
京
地
裁
昭
和
四
八
年
一
二
月
二
五
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
〇
八
号
二
一
二
〇

　
　
頁
。

（
7
）
兼
子
一
・
民
訴
法
体
系
二
七
六
頁
（
昭
四
〇
）
、
三
ケ
月
章
・
民
訴
法

〔
第
二
版
〕
（
法
律
学
講
座
双
書
）
四
七
四
頁
（
昭
六
〇
）
、
新
堂
幸
司
・
民
訴

法
〔
第
二
版
〕
三
七
七
頁
（
昭
五
六
）
等
．

（
8
）
　
山
木
戸
克
己
・
本
件
評
釈
（
本
文
五
参
照
）
六
九
頁
（
民
商
法
）
。

（
9
）
　
石
神
武
蔵
「
偽
造
証
書
の
形
式
的
証
拠
力
」
民
商
法
雑
誌
一
二
巻
三
号
四

〇
七
頁
以
下
、
四
一
四
頁
（
昭
一
五
）
は
明
確
に
同
じ
意
味
と
し
て
い
る
。

（
1
0
）
　
（
7
）
の
文
献
に
つ
い
て
言
え
ば
、
兼
子
一
五
七
頁
、
三
ケ
月
七
九
頁
、

新
堂
一
八
四
頁
。
な
お
、
兼
子
二
七
六
頁
は
「
訴
訟
法
上
で
の
文
書
の
真
否
と

　
は
、
こ
の
よ
う
に
挙
証
者
の
主
張
通
り
の
者
の
作
成
に
依
る
も
の
か
否
か
を
い

　う

」
と
し
て
一
般
的
な
説
明
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

（
1
1
）
　
中
島
弘
道
・
日
本
民
訴
法
一
〇
九
四
頁
（
昭
九
）
、
菊
井
維
大
”
村
松
俊

　夫・

民
訴
法
H
五
三
頁
（
昭
三
九
）
、
斉
藤
秀
夫
編
著
・
注
解
民
訴
法
㈲
七
五

頁
（
昭
五
〇
）
。

（
12
）
　
前
野
順
一
・
民
事
訴
訟
法
論
第
二
編
乃
至
第
五
編
八
一
四
頁
（
昭
一
二
）
。

（
13
）
単
に
「
作
成
者
」
「
特
定
人
」
と
す
る
の
は
新
堂
一
八
四
頁
、
三
ケ
月
七

　
九
頁
、
兼
子
一
五
七
頁
、
注
解
七
三
頁
な
ど
。
「
作
成
名
義
人
」
と
い
う
言
い

　
方
を
す
る
の
は
菊
井
・
村
松
五
二
頁
な
ど
。

（
14
）
　
近
藤
完
爾
「
証
拠
の
証
明
力
」
民
訴
法
講
座
第
二
巻
五
九
五
頁
（
昭
二

　
九
）
そ
の
他
（
7
）
の
文
献
参
照
。

（
15
）
　
団
藤
重
光
責
任
編
集
・
注
釈
刑
法
㈲
四
七
頁
（
昭
四
〇
）
。

　
昭
和
六
一
年
四
月
二
六
日
（
T
T
S
O
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
敏
孝
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